
取扱説明書
大径フック付親綱

この度は、<大径フック付親綱>をお買い上げいただきありがとうございます。

本品は、高所作業に用いる墜落制止用器具のフックを掛けるための親綱です。

本品を安全に使用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。またこの取扱説明書を

紛失された場合はセイコー機器㈱に請求してください。

緊張器につきましては仮設工業会の認定基準に準じた製品をご使用ください。

1. 用途

高所で作業する場合において墜落制止用器具のフックを掛けるためのロープ。

2. 構造及び各部の名前

ビニールテープ巻
シンブル

サツマ加工

ビニールテープ

１６ミリニューテトロン（ポリエステル）ロープ

１０ｍ、１５ｍ、２０ｍ、　　ｍ
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3. 使用例

4. 使用上の注意事項

危 険

○鋭い角や、粗い面を持つものとロープを擦れさせないようにしてください。特に鋭い角部にかけて

　張力を与えると切断する場合があります。

○親綱を張る緊張器は仮設工業会の認定基準に準じた製品を使用してください。

○親綱設置間隔は１０ｍ以内で使用してください。

○一度衝撃を受けた親綱は使用しないでください。

○支柱間の取付スパンにより転落時の落下距離も変化します。次式より算出した値以下にしてください。

　取付スパン＝40/11 ( 衝突の恐れのある床面又は設備等の垂直距離 -4)［ｍ］

　【解説】

　垂直距離が算出した値を確保できない場合は、「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」

　( 厚生労働省 2018/06/22 公表 ) において、親綱を低い位置に設置する場合について記述された

　「作業所の構造上低い位置に親綱を設置する場合には、短いランヤード又はロック機能付き巻取り式

　ランヤードを用いる等、落下距離を小さくする措置を講じること。」に準じること。

○1本の親綱に作業者は１人でご使用ください。２人以上で使用した場合、１人が墜落した時に

　他の作業者も引っ張られる可能性があります。

○＜1. 用途＞以外の使用はしないでください。

（弊社緊張器をお勧めします）

○親綱に付属の大径フックは、フックの先端部よりも大きな穴に固定してください。小さい穴に

　無理やり掛けた場合、フックが変形したり破損する恐れがあります。
○重量物の荷揚げ等に使用しないでください。フックやロープが破損する恐れがあります。

○保守・点検により損傷の大きいロープは使用しないでください。

○墜落制止用器具は、それぞれの使用方法を遵守し安全に作業してください。
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③大径フック付親綱

①鉄骨用親綱支柱兼用型

①鉄骨用親綱支柱兼用型

墜落制止用器具

②大径フック付緊張器
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注 意
○本体を改造しないでください。本来の性能が損なわれる可能性があります。

○ロープを保管・収納する場合に直射日光、雨露の当たらない所に収納し、やむを得ず屋外に収納する場合は

　シート等をかけてください。
○ロープを巻いて保管した場合、使用時にキンクが残らない様自然な状態までクセを直してください。
○ロープは天候や温度による影響で多少の伸び縮みが発生するので、使用前にロープが弛んでいる場合は

　緊張器を使用して再度ロープを緊張させてください。

5. 点検と検収基準

始業点検　　：使用する人が作業前に毎回行ってください。

定期点検　　：使用する人もしくは管理者により１ヶ月ごとに行ってください。

異常時点検　：作業中異常を感じたら直ちに作業を中止し、再点検を行ってください。

検収基準

整備項目

修理項目

廃棄項目

●可動部（大径フック）が正常に作動するか。
●サツマ加工の編み込みが３回以上あるか。（ほつれがないか）

●大径フックの交換。( サツマ加工は必ず熟練者が行ってください。）

●大径フックの変形の著しいもの、亀裂のあるもの、作動しないもの。
●ロープ部が摩耗・損傷・溶解（スパッタ等）しているもの。

●大径フックやロープに溶接や加工など、改造したもの。

●ロープ部にキンク・型崩れがあるもの。
●異常な荷重のかかったもの、衝撃荷重がかかったもの。

●ロープ部が摩耗・損傷・溶解（スパッタ等）してないか。
●ロープ部に塗料・薬品が付着してないか。
●ロープ部にキンク・型崩れがないか。
●シンブルが変形してないか、なくなってないか。
●フックの付いてない方の端末部がほつれてないか。
●親綱の仕上寸法が縮まっていないか。

●フックの付いてない方の端末部がほつれている場合、熱処理加工する。

●ロープ部に塗料・薬品が著しく付着しているもの。

●シンブルの変形しているもの、なくなっているもの。
（異常な荷重を受けた可能性があります。）

●ロープ部が全体的に直径の 1/10 以上摩耗したもの。
●親綱の仕上寸法が縮まっているもの。
（所定の長さの減少が５％以上）

6. 交換のめやす

使用方法によって異なりますが、交換のめやすとしては始業点検、定期点検をおこない、廃棄項目に

あたるものはすべて新品と取り替えてください。
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